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障害者手当額が改定されました
　障害者手当は、重度の障がいを有する在宅の障がい者・障がい児に支払われる手当です。
　消費者物価指数の変動により、４月から障害者手当額が次のとおり改定されました。

□問い合わせ先
　【特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当については】
　　住民福祉課社会福祉係　�（４８）１１１１（内３４６）
　【特別児童扶養手当については】
　　子育て支援課子育て支援係　�（４８）１１１１（内２２６）

平成２４年４月からの
金額（１カ月当たり）

平成 ２４ 年３月までの
金額（１カ月当たり）障害者手当の種類・区分

３３,３５０ 円→３３,４３０ 円（A級）特別障害者手当

２７,３５０ 円→２７,４３０ 円（B級）

２６,２６０ 円→２６,３４０ 円（C級）

２１,４４０ 円→２１,４９０ 円（A級）障害児福祉手当

１５,４４０ 円→１５,４９０ 円（B級）

１４,２８０ 円→１４,３３０ 円（C級）

２１,４４０ 円→２１,４９０ 円（A級）経過的福祉手当

１５,４４０ 円→１５,４９０ 円（B級）

１４,２８０ 円→１４,３３０ 円（C級）

５０,４００ 円→５０,５５０ 円（重度）特別児童扶養手当

３３,５７０ 円→３３,６７０ 円（中度）

児童扶養手当額が改定されました
　児童扶養手当は、母子家庭などの生活の安全と児童の健全育成のために手当を支給する
制度です。
　消費者物価指数の変動により、４月から児童扶養手当額が次のとおり改定されました。

※　児童３人以上のときは、３人目から児童１人増すごとに３,０００円が加算されます。
□問い合わせ先　子育て支援課子育て支援係　�（４８）１１１１（内２２６）

平成 ２４ 年４月からの
金額（１カ月当たり）

平成 ２４ 年３月までの
金額（１カ月当たり）区　　　　分

４１,４３０ 円→４１,５５０ 円全部支給児童１人のとき

４１,４２０ 円～９,７８０ 円→４１,５４０ 円～９,８１０ 円一部支給

４６,４３０ 円→４６,５５０ 円全部支給児童２人のとき

４６,４２０ 円～ １４,７８０ 円→４６,５４０ 円～ １４,８１０ 円一部支給


